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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【公開番号】特開2010-142104(P2010-142104A)
【公開日】平成22年6月24日(2010.6.24)
【年通号数】公開・登録公報2010-025
【出願番号】特願2009-239187(P2009-239187)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｂ   1/36     (2006.01)
   Ｈ０２Ｂ   1/28     (2006.01)
   Ｈ０２Ｂ   1/56     (2006.01)
   Ｈ０２Ｂ  11/12     (2006.01)
   Ｈ０２Ｂ  11/167    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｂ   1/10    　　　Ａ
   Ｈ０２Ｂ   1/12    　　　Ｅ
   Ｈ０２Ｂ   1/12    　　　Ａ
   Ｈ０２Ｂ  11/12    　　　Ｈ
   Ｈ０２Ｂ  11/12    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月11日(2011.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
箱体に排気口および吸気口を備えるものであって、下面に車輪を有した収納機器と、前記
収納機器を固定する固定ベースと、前記箱体の前記排気口付近に設けた排気用ファンと、
前記吸気口に設けたフィルタを備え、前記収納機器を前記箱体内部に収納し、前記収納機
器が発する熱を放熱する配電盤であって、
所定の傾斜面をもつ固定座Ａと、所定の傾斜面をもつ車輪受けおよび前記車輪と係合する
溝を有する前記固定ベースと、
所定の傾斜面をもつ固定座Ｂを有する前記収納機器と、
回動可能な構造を有する前記フィルタと、を備えることを特徴とする配電盤。
【請求項２】
前記車輪受けが、前記配電盤に前記収納機器を搬入する場合、その搬入方向に予め定めら
れた固定の傾斜角度で下がる傾斜角度をもつものであることを特徴とする請求項１に記載
の配電盤。
【請求項３】
前記車輪受けが、前記配電盤への前記収納機器の搬入または搬出に併せて傾斜角度が可変
するものであることを特徴とする請求項１に記載の配電盤。
【請求項４】
前記固定座Ａと前記固定座Ｂとの互いの前記傾斜面が、予め定められた固定の傾斜角度を
もつものであることを特徴とする請求項１－３のいずれか１項に記載の配電盤。
【請求項５】
前記固定座Ａおよび前記固定座Ｂの前記傾斜面の傾斜角度が、前記車輪受けの傾斜角度よ
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り大きいものであることを特徴とする請求項４に記載の配電盤。
【請求項６】
前記フィルタが回動軸部品を備え、
前記回動軸部品が、前記箱体の扉に配置された他の回転軸部品と係合すると共に、前記フ
ィルタが前記回動軸部品および前記他の回転軸部品を基点に回動することを特徴とする請
求項１－４のいずれか１項に記載の配電盤。
【請求項７】
前記回転軸部品と前記他の回転軸部品とが、着脱可能なものであることを特徴とする請求
項６に記載の配電盤。
【請求項８】
前記配電盤が、更に、前記フィルタの回動を案内する案内ガイドと、前記フィルタの回動
範囲を制限するストッパと、を備えることを特徴とする請求項６に記載の配電盤。
【請求項９】
前記配電盤が、更に、前記フィルタの回動範囲上に配置したスイッチを備え、前記フィル
タが前記スイッチに接触した場合、前記スイッチが電気信号を発生することを特徴とする
請求項８に記載の配電盤。
【請求項１０】
前記配電盤が、更に、前記フィルタの回動度合いに応じて、前記フィルタの交換を促がす
ことに相当する表示機能を備えることを特徴とする請求項６に記載の配電盤。
【請求項１１】
下面に車輪を有した収納機器と、前記収納機器を固定する固定ベースとを備え、前記収納
機器を前記箱体内部に収納する配電盤であって、
所定の傾斜面をもつ固定座Ａと、所定の傾斜面をもつ車輪受けおよび前記車輪と係合する
溝を有する前記固定ベースと、
所定の傾斜面をもつ固定座Ｂを有する前記収納機器と、を備えることを特徴とする配電盤
。
【請求項１２】
前記車輪受けが、前記配電盤に前記収納機器を搬入する場合、その搬入方向に予め定めら
れた固定の傾斜角度で下がる傾斜角度をもつものであることを特徴とする請求項１１に記
載の配電盤。
【請求項１３】
前記車輪受けが、前記配電盤への前記収納機器の搬入または搬出に併せて傾斜角度が可変
するものであることを特徴とする請求項１１に記載の配電盤。
【請求項１４】
前記固定座Ａと前記固定座Ｂとの互いの前記傾斜面が、予め定められた固定の傾斜角度を
もつものであることを特徴とする請求項１１－１３のいずれか１項に記載の配電盤。
【請求項１５】
前記固定座Ａおよび前記固定座Ｂの前記傾斜面の傾斜角度が、前記車輪受けの傾斜角度よ
り大きいものであることを特徴とする請求項１４に記載の配電盤。
【請求項１６】
箱体に排気口および吸気口を備えるものであって、下面に車輪を有した収納機器と、前記
収納機器を固定する固定ベースと、前記箱体の前記排気口付近に設けた排気用ファンと、
前記吸気口に設けたフィルタを備え、前記収納機器を前記箱体内部に収納し、前記収納機
器が発する熱を放熱する配電盤であって、
回動可能な構造を有する前記フィルタと、を備えることを特徴とする配電盤。
【請求項１７】
前記フィルタが回動軸部品を備え、
前記回動軸部品が、前記箱体の扉に配置された他の回転軸部品と係合すると共に、前記フ
ィルタが前記回動軸部品および前記他の回転軸部品を基点に回動することを特徴とする請
求項１６に記載の配電盤。
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【請求項１８】
前記回転軸部品と前記他の回転軸部品とが、着脱可能なものであることを特徴とする請求
項１７に記載の配電盤。
【請求項１９】
前記配電盤が、更に、前記フィルタの回動を案内する案内ガイドと、前記フィルタの回動
範囲を制限するストッパと、を備えることを特徴とする請求項１７に記載の配電盤。
【請求項２０】
前記配電盤が、更に、前記フィルタの回動範囲上に配置したスイッチを備え、前記フィル
タが前記スイッチに接触した場合、前記スイッチが電気信号を発生することを特徴とする
請求項１９に記載の配電盤。
【請求項２１】
前記配電盤が、更に、前記フィルタ回動度合いに応じて、前記フィルタの交換を促がすこ
とに相当する表示機能を備えることを特徴とする請求項１７に記載の配電盤。
【請求項２２】
下面に車輪を有した収納機器と、前記収納機器を固定する固定ベースとを備え、前記収納
機器を前記箱体内部に収納する配電盤であって、
前記車輪と係合する溝を有する前記固定ベースと、
前記収納機器の後部の浮き上がり防止構造と、を備えることを特徴とする配電盤。
【請求項２３】
前記浮き上がり防止構造が、所定の傾斜面をもつ固定座Ａと、所定の傾斜面をもつ車輪受
けおよび前記車輪と係合する溝を、前記固定ベースに備え、
所定の傾斜面をもつ固定座Ｂを前記収納機器に備えるものであることを特徴とする請求項
２２に記載の配電盤。
【請求項２４】
前記浮き上がり防止構造が、前記車輪が前記溝に係合した状態で前記車輪の上部および後
部が突き当る面をもつ固定座を、前記固定ベースに備えるものであることを特徴とする請
求項２２または２３に記載の配電盤。
【請求項２５】
箱体に排気口および吸気口を備えるものであって、下面に車輪を有した収納機器と、前記
収納機器を固定する固定ベースと、前記箱体の前記排気口付近に設けた排気用ファンと、
前記吸気口に設けたフィルタを備え、前記収納機器を前記箱体内部に収納し、前記収納機
器が発する熱を放熱する配電盤であって、
前記車輪と係合する溝と、前記車輪が前記溝に係合した状態で前記車輪の上部および後部
が突き当る面をもつ固定座と、を有する前記固定ベースと、
回動可能な構造を有する前記フィルタと、を備えることを特徴とする配電盤。
【請求項２６】
前記フィルタが回動軸部品を備え、
前記回動軸部品が、前記箱体の扉に配置された他の回転軸部品と係合すると共に、前記フ
ィルタが前記回動軸部品および前記他の回転軸部品を基点に回動することを特徴とする請
求項２５に記載の配電盤。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
上記課題を解決するために、本発明は、次のように構成したのである。
本発明の一の観点による配電盤は、箱体に排気口および吸気口を備えるものであって、下
面に車輪を有した収納機器と、前記収納機器を固定する固定ベースと、前記箱体の前記排
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気口付近に設けた排気用ファンと、前記吸気口に設けたフィルタを備え、前記収納機器を
前記箱体内部に収納し、前記収納機器が発する熱を放熱する配電盤であって、所定の傾斜
面をもつ固定座Ａと、所定の傾斜面をもつ車輪受けおよび前記車輪と係合する溝を有する
前記固定ベースと、所定の傾斜面をもつ固定座Ｂを有する前記収納機器と、回動可能な構
造を有する前記フィルタと、を備える配電盤が適用される。
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